
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

三
六
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

三
六
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
六
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
六
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
が
指
定
を
辞
退
し
た
件

三
六
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

三
六
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

三
六
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

三
六
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

三
六
三

公

告

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件
三
件

三
六
四

福
島
県
警
察
本
部

○
福
島
県
警
察
庁
舎
管
理
規
程

三
六
九

告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
三
十
年
六
月
十
六
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

あ
づ
ま
脳
神
経
外
科
病
院

福
島
市
大
森
字
柳
下
一
六
番
地
の

平
成
三
三
年
六
月
一
五
日

一

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

佐
久
間
内
科
小
児
科
医
院

二
本
松
市
本
町
一
―
二
三
七

平
成
三
〇
年
五

月
一
日

霊
山
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

伊
達
市
霊
山
町
石
田
字
彦
平
一
―
一
八

同

年
八

診
療
所

月
三
日

医
療
法
人
昭
美
会

ホ
ワ
イ
ト

須
賀
川
市
西
の
内
町
五
六

同

年
五

歯
科
医
院

月
一
日

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
薬
局

相
馬
店

相
馬
市
石
上
字
南
蛯
沢
六
二
二
―
三

同

日

流
薬
局

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
関
口
字
上
志
宝
七

同

年
四

三

月
二
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業

を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成30年６月22日 金曜日 福 島 県 報 第3013号361



平成30年６月22日 金曜日 福 島 県 報 第3013号 362

高
橋
内
科
医
院

二
本
松
市
油
井
字
中
田
二
―
一

平
成
三
〇
年
四

月
一
日

佐
久
間
内
科
小
児
科
医
院

二
本
松
市
本
町
一
―
二
三
七

同月
三
〇
日

栗
城
歯
科
医
院

会
津
若
松
市
滝
沢
町
五
―
九
四

同

年
三

月
三
一
日

医
療
法
人
昭
美
会

ホ
ワ
イ
ト

須
賀
川
市
東
町
二
七

同

歯
科
医
院

日

桜
ヶ
丘
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

相
馬
市
中
村
字
川
沼
四
六

同

日

渡
部
歯
科
医
院

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
地
尻
甲
三
〇
三
九

同

日

高
久
歯
科
医
院

西
白
河
郡
矢
吹
町
中
町
四
二
五

同月
二
八
日

か
ぼ
ち
ゃ
薬
局

天
神
店

会
津
若
松
市
天
神
町
三
―
一
〇

同月
三
一
日

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
薬
局

相
馬
店

相
馬
市
石
上
字
南
蛯
沢
六
二
一
―
五

同

年
五

月
一
日

流
薬
局

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
流
字
森
ノ
内
五
二
―

同

年
四

二

月
二
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業

を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

休
止
年
月
日

西
会
津
町
国
民
健
康
保
険
新
郷

耶
麻
郡
西
会
津
町
新
郷
大
字
笹
川
字
笹
川

平
成
三
〇
年
四

診
療
所

平
五
八
九

月
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
は
当
該
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

指
定
辞
退
年
月
日

医
療
法
人
社
団
登
龍
会

棚
倉

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
棚
倉
字
宮
下

平
成
三
〇
年
五
月
一

中
央
歯
科
医
院

一
九
九
―
三

日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
柔
道
整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏

名

住

所

施

術

所

名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

中
﨑

英
之

須
賀
川
市
西
川

ふ
じ
整
骨
院

須
賀
川
市
芦
田
塚
一
八
―

平
成
三
〇
年
四

西
田
二
九
七
―

五

月
一
七
日

二

セ
ジ
ュ
ー

───────────────────────────────────────────────────────────
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ル
雅
一
〇
一

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

有
限
会
社

田
村
郡
三
春

有
限
会
社

田
村
郡
三
春
町
字

平
成
三
〇
年

居
宅
療
養

み
は
る
調
剤

町
字
大
町
三

み
は
る
調
剤

大
町
三
二
―
一

五
月
一
日

管
理
指
導

薬
局

二
―
一

薬
局

介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

訪
問
看
護
い

須
賀
川
市
矢

社
会
福
祉
法

郡
山
市
久
留
米

同

年

訪
問
看
護

わ
せ
長
寿
苑

沢
字
明
池
一

人
い
わ
せ
長

六
―
五
四
―
三

四
月
一
日

五
八

寿
会

グ
ル
ー
プ

須
賀
川
市
森

特
定
非
営
利

須
賀
川
市
東
作
一

同

認
知
症
対

ホ
ー
ム
す
ず

宿
字
横
見
根

活
動
法
人

八
―
三

日

応
型
共
同

ら
ん
あ
か
り

六
六
―
七

豊
心
会

生
活
介
護

介
護
予

防
認
知
症

対
応
型
共

同
生
活
介

護
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
上
高

久
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
用
排
水
施
設
等
整
備
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業

計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
六
月
二
十
五
日
か
ら

（
二
十
三
日
間
）

同

年
七
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

い
わ
き
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後
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公 告 第 １ ４ ４ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 総 合 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー

ク 端 末 等 機 器 更 新 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共
団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６
条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274
条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 ６ 月 22日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量 福 島 県 総 合 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 端 末 等 機
器 更 新 業 務 一 式

⑵ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 仕 様 等 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 履 行 期 間 契 約 締 結 日 か ら 平 成 31年 ３ 月 29日 ま で
⑷ 履 行 場 所 福 島 県 庁 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ） ほ か 137箇 所

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該
当 し な い 者 で あ る こ と 。

⑵ 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 の 日 ま で の 間 に 、 福 島
県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。

⑶ 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い
る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。

⑷ こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 と 同 等 程 度 の 業 務 の 履 行 実 績 が あ り 、 か つ 、 こ の 公 告 に 示
し た 仕 様 に 合 致 し た 業 務 を 確 実 に 履 行 で き る 者 で あ る こ と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑷ に

掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 平 成 30年 ７ 月 11日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま
で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け る こ
と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 同 日 午 後 ５ 時
ま で に 必 着 と す る 。
郵 便 番 号 960 - 86 70 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 危 機 管 理 部 危 機 管 理 総 室 災 害 対 策 課 分 室
電 話 024 - 5 2 1 - 7 1 9 5

４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 、 平 成 30年 ６ 月 22日 （ 金 ） か ら 同 年 ７ 月 11日 （ 水 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 ま で
５ 入 札 説 明 書 等 の 配 布

次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。
⑴ 配 布 期 間 ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。
⑵ 配 布 場 所 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
⑶ そ の 他 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 70枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 平 成 30年 ７ 月 ６ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 で 請
求 す る こ と 。

６ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等
⑴ 日 時 平 成 30年 ８ 月 ２ 日 （ 木 ） 午 後 ２ 時
⑵ 場 所 福 島 県 庁 西 庁 舎 11階 災 害 対 策 課 分 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ）
⑶ そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 平 成 30年
８ 月 １ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。

７ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保
証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成30年６月22日 金曜日 福 島 県 報 第3013号365
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

８ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。
９ 入 札 の 無 効

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。

10 そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分
の ８ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 108
分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

11 Summ a r y
⑴ Na t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e p r o d u c t s t o b e r e q u i r e d : Upd a t e o f t h e i n t e g r a t e d
i n f o rma t i o n a n d t e l e c ommun i c a t i o n s n e two r k s y s t em o f t h e Fuku s h im a Pr e f e c t u r a l
Governmen t 1se t

⑵ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 2 : 0 0 p . m . , 2 A u g u s t 2 0 1 8
⑶ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 0 0 p . m . , 1 A u g u s t 2 0 1 8
⑷ C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : D i s a s t e r P r e v e n t i o n D i v i s i o n A n n e x R o o m ,
P l a n n i n g a n d C o o r d i n a t i o n S e c t i o n , R i s k M a n a g e m e n t D e p a r t m e n t , F u k u s h i m a
P r e f e c t u r a l G o v e r n m e n t , 2 - 1 6 S u g i t s u m a - c h o , F u k u s h i m a - s h i , F u k u s h i m a
960 -8670 J ap an TEL024 -521 -7195

（ 災 害 対 策 課 ）

公 告 第 １ ４ ５ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 防 災 事 務 連 絡 シ ス テ ム 更

新 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又
は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県
財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の ３ 第 １ 項
の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 ６ 月 22日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量 福 島 県 防 災 事 務 連 絡 シ ス テ ム 更 新 業 務 一
式

⑵ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 仕 様 等 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 履 行 期 間 契 約 締 結 日 か ら 平 成 31年 ３ 月 29日 ま で
⑷ 履 行 場 所 福 島 県 庁 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ） ほ か 82箇 所

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該
当 し な い 者 で あ る こ と 。

⑵ 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 の 日 ま で の 間 に 、 福 島
県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。

⑶ 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い
る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。

⑷ こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 と 同 等 程 度 の 業 務 の 履 行 実 績 が あ り 、 か つ 、 こ の 公 告 に 示
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
し た 仕 様 に 合 致 し た 業 務 を 確 実 に 履 行 で き る 者 で あ る こ と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑷ に

掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 平 成 30年 ７ 月 11日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま
で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け る こ
と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 同 日 午 後 ５ 時
ま で に 必 着 と す る 。
郵 便 番 号 960 - 86 70 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 危 機 管 理 部 危 機 管 理 総 室 災 害 対 策 課 分 室
電 話 024 - 5 2 1 - 7 1 9 5

４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 、 平 成 30年 ６ 月 22日 （ 金 ） か ら 同 年 ７ 月 11日 （ 水 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 ま で
５ 入 札 説 明 書 等 の 配 布

次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。
⑴ 配 布 期 間 ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。
⑵ 配 布 場 所 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
⑶ そ の 他 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 70枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 平 成 30年 ７ 月 ６ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 で 請
求 す る こ と 。

６ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等
⑴ 日 時 平 成 30年 ８ 月 ２ 日 （ 木 ） 午 後 ３ 時
⑵ 場 所 福 島 県 庁 西 庁 舎 11階 災 害 対 策 課 分 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ）
⑶ そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 平 成 30年
８ 月 １ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。

７ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保
証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

８ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。
９ 入 札 の 無 効

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。

10 そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分
の ８ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 108
分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

11 Summ a r y
⑴ Nature and quan t i t y o f th e produc t s t o be requ i r ed : D i s a s t e r Preven t i o n Offic e
N e t w o r k S y s t e m 1 s e t

⑵ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 3 : 0 0 p . m . , 2 A u g u s t 2 0 1 8
⑶ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 0 0 p . m . , 1 A u g u s t 2 0 1 8
⑷ C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : D i s a s t e r P r e v e n t i o n D i v i s i o n A n n e x R o o m ,
P l a n n i n g a n d C o o r d i n a t i o n S e c t i o n , R i s k M a n a g e m e n t D e p a r t m e n t , F u k u s h i m a
P r e f e c t u r a l G o v e r n m e n t , 2 - 1 6 S u g i t s u m a - c h o , F u k u s h i m a - s h i , F u k u s h i m a
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（ 災 害 対 策 課 ）

公 告 第 １ ４ ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第
17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 ６ 月 22日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 調 達 を す る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量 ノ ー ト 型 パ ソ コ ン （ 福 島 県 警 察 用 ） 606台
⑵ 調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 納 入 期 限 平 成 31年 ２ 月 28日 （ 木 ）
⑷ 納 入 場 所 福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 情 報 管 理 課 ほ か

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該
当 し な い 者 で あ る こ と 。

⑵ 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 又 は 開
札 時 ま で に 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 資 格 を 取 得 し て い る 者 で あ る こ
と 。

⑶ こ の 公 告 の 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 物 品 の 買 入 れ 又 は 修 繕 に 係 る 参
加 資 格 制 限 を 受 け て い な い こ と 。

⑷ こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 同 等 の 物 品 に つ い て 納 入 実 績 が
あ り 、 か つ 、 確 実 に 納 入 で き る こ と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申

請 書 に 、 ２ の ⑷ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 平 成 30年 ７ 月 20日
（ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格
の 確 認 を 受 け る こ と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 平 成 30年 ７ 月 20日 （ 金 ） 午
後 ５ 時 ま で 必 着 と す る 。
郵 便 番 号 960 - 86 70 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課
電 話 024 - 5 2 1 - 7 5 6 3

４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 平 成 30年 ６ 月 22日 （ 金 ） か ら 同 年 ７ 月 20日 （ 金 ） ま で （ 土

曜 日 、 日 曜 日 、 及 び 同 月 16日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 ま で
５ 入 札 書 の 提 出 場 所 等
⑴ 入 札 書 の 提 出 場 所 、 入 札 説 明 書 の 配 布 場 所 及 び 問 合 せ 先 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
な お 、 郵 送 に よ る 入 札 説 明 書 の 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大
き さ の 用 紙 16枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返
信 用 封 筒 を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 平 成 30年 ７ 月 ６ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で に
必 着 で 請 求 す る こ と 。

⑵ 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 平 成 30年 ７ 月 ６ 日 （ 金 ） 午 後 １ 時 30分 福 島 県 出 納
局 入 札 用 度 課

⑶ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 平 成 30年 ８ 月 ７ 日 （ 火 ） 午 前 11時 福 島 県 出 納 局
入 札 用 度 課 （ 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 同 月 ６
日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 の こ と 。 ）

６ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入
札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ
か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は、 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

７ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
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こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に
関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。

８ 入 札 の 無 効
２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示

す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。
９ そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分
の ８ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見積もった契約希望金額の 108
分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

10 Summ a r y
⑴ N a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e p r o d u c t s t o b e p u r c h a s e d : N o t e b o o k P e r s o n a l
C o m p u t e r ( f o r F u k u s h i m a p o l i c e ) 6 0 6 u n i t s

⑵ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 1 : 0 0 a . m . , 7 A u g u s t 2 0 1 8
⑶ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 0 0 p . m . , 6 A u g u s t 2 0 1 8
⑷ Con t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : B i d Adm i n i s t r a t i o n D i v i s i o n , T r e a s u r y Bu r e a u ,
Fukush ima Pre f e c t u ra l Governmen t , 2 - 16 Sug i t s uma - cho , Fukush ima - sh i , Fukush ima
960 - 8 670 J a p a n TEL024 - 521 - 7 563

（ 入 札 用 度 課 ）

福
島
県
警
察
本
部
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福 島 県 警 察 本 部 告 示 第 １ ４ 号
福 島 県 警 察 庁 舎 管 理 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。
平 成 30年 ６ 月 22日

福 島 県 警 察 本 部 長 松 本 裕 之
福 島 県 警 察 庁 舎 管 理 規 程

目 次
第 １ 章 総 則 （ 第 １ 条 － 第 11条 ）
第 ２ 章 本 庁 舎 （ 第 12条 － 第 29条 ）
第 ３ 章 県 本 部 特 定 庁 舎 及 び 署 庁 舎 （ 第 30条 ・ 第 31条 ）
第 ４ 章 雑 則 （ 第 32条 ）
附 則

第 １ 章 総 則
（ 目 的 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 福 島 県 公 有 財 産 規 則 （ 平 成 ３ 年 福 島 県 規 則 第 23号 。 以 下 「 公 有 財
産 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 福 島 県 警 察 （ 以 下 「 県 警 察 」 と い う 。 ） の
庁 舎 管 理 に 関 す る 基 本 的 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 県 警 察 の 庁 舎 （ こ れ に 附 属 す る 工
作 物 及 び 敷 地 を 含 む 。 以 下 「 庁 舎 」 と い う 。 ） の 適 正 な 管 理 及 び 適 切 な 使 用 を 図 り 、
も っ て 公 務 の 適 正 か つ 効 率 的 な 運 営 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。
（ 用 語 の 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 規 程 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め
る と こ ろ に よ る 。
(1) 本 庁 舎 福 島 県 警 察 本 部 （ 以 下 「 県 本 部 」 と い う 。 ） の う ち 福 島 市 杉 妻 町 ５ 番 75
号 に 所 在 す る 庁 舎 を い う 。

(2) 県 本 部 特 定 庁 舎 本 庁 舎 を 除 く 県 本 部 の 庁 舎 を い う 。
(3) 県 本 部 庁 舎 本 庁 舎 及 び 県 本 部 特 定 庁 舎 を い う 。
(4) 署 庁 舎 警 察 署 の 庁 舎 （ 分 庁 舎 及 び 交 番 等 を 含 む 。 ） を い う 。
(5) 交 番 等 交 番 そ の 他 の 派 出 所 又 は 駐 在 所 の 庁 舎 を い う 。
（ 総 括 庁 舎 管 理 者 ）

第 ３ 条 庁 舎 の 管 理 に 関 す る 事 務 を 総 括 し 、 こ の 規 程 を 適 切 に 実 施 す る た め 、 総 括 庁 舎
管 理 者 を 置 き 、 警 務 部 長 を も っ て 充 て る 。
（ 庁 舎 管 理 者 ）

第 ４ 条 県 本 部 庁 舎 又 は 署 庁 舎 を 管 理 す る た め 、 庁 舎 管 理 者 を 置 き 、 県 本 部 庁 舎 に あ っ
て は 警 務 部 施 設 装 備 課 長 （ 以 下 「 県 本 部 庁 舎 管 理 者 」 と い う 。 ） を 、 署 庁 舎 に あ っ て
は 署 長 （ 以 下 「 署 庁 舎 管 理 者 」 と い う 。 ） を も っ て 充 て る 。
（ 庁 舎 管 理 補 助 者 ）

第 ５ 条 庁 舎 管 理 者 を 補 助 さ せ る た め 、 県 本 部 特 定 庁 舎 及 び 警 察 署 の 分 庁 舎 に 庁 舎 管 理
補 助 者 を 置 き 、 別 に 指 定 す る 者 を も っ て 充 て る 。
（ 使 用 責 任 者 等 ）

第 ６ 条 執 務 室 （ 庁 舎 に お い て 業 務 を 行 う 事 務 室 及 び 附 属 す る 室 を い う 。 ） 、 会 議 室 、
道 場 等 （ 以 下 「 執 務 室 等 」 と い う 。 ） の 保 全 、 清 潔 の 保 持 等 に 当 た ら せ る た め 、 執 務
室 等 に 使 用 責 任 者 を 置 き 、 県 本 部 庁 舎 に あ っ て は 関 係 す る 課 長 、 研 究 所 長 、 隊 長 又 は
校 長 を 、 署 庁 舎 に あ っ て は 関 係 す る 副 署 長 若 し く は 次 長 、 地 域 交 通 官 、 刑 事 官 若 し く
は 会 計 官 若 し く は 警 察 署 の 課 長 又 は 署 庁 舎 管 理 者 が 指 定 す る 者 を も っ て 充 て る 。

２ 使 用 責 任 者 は 、 補 助 者 （ 以 下 「 使 用 補 助 者 」 と い う 。 ） を 指 名 す る こ と が で き る 。
（ 防 火 管 理 者 ）

第 ７ 条 防 火 管 理 者 （ 消 防 法 （ 昭 和 23年 法 律 第 18 6号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 防 火 管
理 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 置 く こ と が 義 務 付 け ら れ て い る 庁 舎 に お い て は 、 庁 舎 管
理 者 が 、 庁 舎 管 理 者 若 し く は 庁 舎 管 理 補 助 者 又 は 当 該 庁 舎 に 勤 務 す る 職 員 （ 県 警 察
に 勤 務 す る 職 員 （ 東 北 管 区 警 察 局 福 島 県 情 報 通 信 部 の 職 員 を 含 む 。 ） を い う 。 以 下 同
じ 。 ） の 中 か ら こ れ を 選 任 す る 。
（ 防 災 管 理 者 ）

第 ８ 条 防 災 管 理 者 （ 消 防 法 第 36条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第 ８ 条 第 １
項 に 規 定 す る 防 災 管 理 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 置 く こ と が 義 務 付 け ら れ て い る 庁 舎
に お い て は 、 防 災 管 理 者 は 防 火 管 理 者 を も っ て 充 て る 。
（ 火 災 予 防 責 任 者 ）

第 ９ 条 執 務 室 等 に お け る 火 災 の 予 防 に 当 た ら せ る た め 、 火 災 予 防 責 任 者 を 置 き 、 使 用
責 任 者 又 は 使 用 補 助 者 を も っ て 充 て る 。

２ 火 災 予 防 責 任 者 は 、 執 務 室 等 ご と に 置 く も の と す る 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成30年６月22日 金曜日 福 島 県 報 第3013号 370

───────────────────────────────────────────────────────────
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（ 盗 難 予 防 責 任 者 ）

第 10条 執 務 室 等 に お け る 盗 難 の 予 防 に 当 た ら せ る た め 、 盗 難 予 防 責 任 者 を 置 き 、 使 用
責 任 者 又 は 使 用 補 助 者 を も っ て 充 て る 。

２ 盗 難 予 防 責 任 者 は 、 執 務 室 等 ご と に 置 く も の と す る 。
（ 火 災 等 の 場 合 の 措 置 ）

第 11条 防 火 管 理 者 （ 防 災 管 理 者 を 置 く 庁 舎 に お い て は 、 防 災 管 理 者 。 次 項 に お い て 同
じ 。 ） は 、 庁 舎 に 火 災 そ の 他 の 事 故 が 発 生 し た 場 合 、 直 ち に 庁 舎 の 保 全 の た め 適 切 な
措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

２ 防 火 管 理 者 は 、 火 災 を 予 防 し 、 又 は 火 災 そ の 他 の 事 故 に 対 処 す る た め 、 あ ら か じ め
消 防 等 計 画 を 作 成 し 、 必 要 な 器 具 及 び 器 材 を 備 え 、 消 防 体 制 等 を 確 立 す る な ど 必 要 な
措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

３ 庁 舎 管 理 者 は 、 電 気 設 備 の 工 事 、 維 持 及 び 運 用 に 関 す る 保 安 を 確 保 す る た め 、 あ ら
か じ め 保 安 規 程 （ 電 気 事 業 法 （ 昭 和 39年 法 律 第 170号 ） 第 42条 第 １ 項 に 規 定 す る 保 安 規
程 を い う 。 ） を 作 成 し 、 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

第 ２ 章 本 庁 舎
（ 本 庁 舎 出 入 口 の 開 閉 時 間 ）

第 12条 本 庁 舎 出 入 口 の 開 閉 時 間 は 、 休 日 （ 福 島 県 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 福 島
県 条 例 第 ７ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 県 の 休 日 を い う 。 ） を 除 き 、 次 表 の と お り と
す る 。

区 分 開 門 時 間 閉 門 時 間

正 面 玄 関 午 前 ７ 時 午 後 ７ 時

北 側 通 用 口 常 時 閉 門

メ イ ン ゲ ー ト 午 前 ７ 時 午 後 ７ 時

サ ブ ゲ ー ト 午 前 ７ 時 午 後 ７ 時

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 前 項 に 定 め
る 開 閉 時 間 を 変 更 す る こ と が で き る 。
（ 警 戒 勤 務 員 ）

第 13条 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 本 庁 舎 に お け る 秩 序 の 維 持 そ の 他 の 理 由 に よ り 必 要 と 認
め る と き は 、 立 番 警 戒 等 を 行 わ せ る た め 、 警 戒 勤 務 員 を 配 置 す る 。
（ 受 付 勤 務 員 ）

第 14条 本 庁 舎 に 総 合 受 付 を 置 き 、 来 庁 者 の 受 付 、 案 内 等 に 当 た ら せ る た め 、 受 付 勤 務
員 を 配 置 す る 。
（ IDカ ー ド 及 び 入 庁 証 ）

第 15条 本 庁 舎 の 入 庁 管 理 は 、 I Dカ ー ド （ 使 用 者 を 識 別 す る た め の 番 号 が 電 磁 的 方 法
（ 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き な い 方 法 を
い う 。 ） に よ り 記 録 さ れ た カ ー ド を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 入 庁 証 に よ り 行 う も の と
す る 。

２ 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 庁 舎 の 適 正 な 管 理 及 び 適 切 な 使 用 を 図 る た め IDカ ー ド 又 は 入
庁 証 の 貸 与 に 際 し 、 氏 名 、 入 庁 の 目 的 等 を 記 入 さ せ る な ど 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と が
で き る も の と す る 。

３ IDカ ー ド 又 は 入 庁 証 の 貸 与 、 管 理 そ の 他 の 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。
（ 鍵 の 管 理 ）

第 16条 本 庁 舎 の 執 務 室 等 の 鍵 は 、 特 に 指 定 す る も の の ほ か 、 執 務 時 間 （ 福 島 県 の 執 務
時 間 を 定 め る 規 則 （ 平 成 元 年 福 島 県 規 則 第 57号 ） に 規 定 す る 県 の 執 務 時 間 を い う 。 以
下 同 じ 。 ） 内 は 使 用 責 任 者 、 執 務 時 間 外 は 県 本 部 庁 舎 管 理 者 が 管 理 す る も の と す る 。
（ 防 犯 カ メ ラ の 設 置 ）

第 17条 本 庁 舎 に お け る 犯 罪 又 は 不 当 な 行 為 の 防 止 の た め 、 防 犯 カ メ ラ を 設 置 し 、 運 用
す る も の と す る 。

２ 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 防 犯 カ メ ラ （ 当 該 カ メ ラ に よ っ て 記 録 さ れ た 画 像 を 含 む 。 ）
の 適 正 な 運 用 に 努 め な け れ ば な ら な い 。
（ 紛 失 、 損 傷 等 の 場 合 の 措 置 ）

第 18条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 職 員 又 は 来 庁 者 は 速 や か に 県 本 部 庁 舎
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管 理 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。
⑴ 本 庁 舎 を 損 傷 し 、 又 は 汚 損 し た 場 合
⑵ 本 庁 舎 の 施 設 に 故 障 が あ っ た 場 合
⑶ 本 庁 舎 の 執 務 室 等 の 鍵 を 紛 失 又 は 損 傷 し た 場 合
⑷ IDカ ー ド 又 は 入 庁 証 を 紛 失 又 は 損 傷 し た 場 合
⑸ 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 県 本 部 庁 舎 管 理 者 に 報 告 が 必 要 と 認 め ら れ る 場 合
（ 立 入 制 限 ）

第 19条 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 本 庁 舎 に お い て 、 庁 舎 の 管 理 、 秩 序 の 維 持 、 事 故 の 防 止 、
職 員 の 安 全 確 保 、 情 報 の 管 理 そ の 他 の 理 由 に よ り 必 要 と 認 め る と き は 、 立 ち 入 る こ と
の で き る 場 所 を 制 限 す る こ と が で き る 。

２ 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 職 員 以 外 の 者 が 本 庁 舎 に 立 ち 入 ろ う と す る 場 合 に お い て 、 秩
序 の 維 持 及 び 事 故 の 防 止 の た め 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、 立 入 り の 目 的 、 立 ち 入 ろ う
と す る 者 の 氏 名 等 を 明 ら か に さ せ 、 立 ち 入 る こ と の で き る 者 の 人 数 、 立 入 り の 時 間 等
を 制 限 し 、 そ の 他 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と が で き る 。
（ 電 熱 器 具 等 の 使 用 制 限 ）

第 20条 本 庁 舎 に お い て 、 電 子 レ ン ジ 、 ヒ ー タ ー 、 ス ト ー ブ そ の 他 電 熱 器 具 を 使 用 し よ
う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 県 本 部 庁 舎 管 理 者 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら
な い 。
（ 広 告 物 等 の 制 限 ）

第 21条 本 庁 舎 に お い て 、 広 告 物 、 ビ ラ 、 ポ ス タ ー 、 看 板 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 物 （ 以
下 「 広 告 物 等 」 と い う 。 ） を 掲 示 し 、 又 は 設 置 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 広 告 物
等 （ 見 本 、 ひ な 形 、 図 面 等 を 含 む 。 ） を 県 本 部 庁 舎 管 理 者 に 提 示 し 、 そ の 承 認 を 受 け
な け れ ば な ら な い 。
（ 駐 車 場 所 の 指 定 等 ）

第 22条 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 本 庁 舎 に お け る 自 動 車 そ の 他 の 車 両 の 駐 車 場 所 を 指 定 す
る も の と す る 。

２ 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 本 庁 舎 に お け る 通 行 の 安 全 と 円 滑 を 図 る た め 、 自 動 車 そ の 他
の 車 両 の 一 方 通 行 、 速 度 制 限 、 駐 車 禁 止 そ の 他 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と が で き る 。
（ 庁 舎 使 用 の 制 限 ）

第 23条 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 職 員 以 外 の 者 が 、 次 条 か ら 第 26条 ま で の 規 定 に よ り 本 庁
舎 を 使 用 し よ う と す る と き は 、 公 有 財 産 規 則 第 32条 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 準 じ 、 か つ 、
県 警 察 の 行 政 施 策 に 直 接 関 係 を 有 し 、 庁 舎 の 管 理 、 秩 序 の 維 持 、 事 故 の 防 止 、 職 員 の
安 全 確 保 及 び 情 報 の 管 理 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が な い と 認 め る 場 合 に 限 り 、 あ ら か じ
め 申 請 さ せ 、 承 認 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 場 合 以 外 に お い て は 、 本 庁 舎 の 執 務 室 等 は 、 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、
職 員 以 外 の 者 に 使 用 さ せ て は な ら な い 。
（ 写 真 撮 影 等 の 制 限 ）

第 24条 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 職 員 以 外 の 者 で 、 本 庁 舎 に お い て 写 真 、 動 画 等 の 撮 影 又
は 録 音 を し よ う と す る も の が あ る 場 合 は 、 庁 舎 の 管 理 、 秩 序 の 維 持 、 事 故 の 防 止 、 職
員 の 安 全 確 保 及 び 情 報 の 管 理 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が な い と 認 め る 場 合 に 限 り 、 あ ら
か じ め 日 時 、 目 的 等 を 申 請 さ せ 、 承 認 す る こ と が で き る 。
（ 庁 舎 見 学 ）

第 25条 本 庁 舎 の 見 学 を し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 日 時 、 人 員 、 責 任 者 等 を 県 本 部
庁 舎 管 理 者 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。
（ そ の 他 承 認 を 必 要 と す る 行 為 ）

第 26条 職 員 以 外 の 者 は 、 本 庁 舎 に お い て 物 品 の 販 売 、 勧 誘 、 寄 附 の 募 集 、 宣 伝 そ の 他
こ れ ら に 類 す る 行 為 を し て は な ら な い 。 た だ し 、 県 本 部 庁 舎 管 理 者 が 認 め る 場 合 は 、
そ の 行 為 を 承 認 す る こ と が で き る も の と す る 。

２ 前 項 の 承 認 に 当 た っ て は 、 公 有 財 産 規 則 第 32条 各 号 に 掲 げ る 場 合 で あ っ て 、 か つ 、
県 警 察 の 行 政 施 策 に 直 接 関 係 を 有 し 、 庁 舎 の 管 理 、 秩 序 の 維 持 、 事 故 の 防 止 、 職 員 の
安 全 確 保 及 び 情 報 の 管 理 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が な い と 認 め る 場 合 に 限 り 、 あ ら か じ
め 申 請 さ せ 、 承 認 す る こ と が で き る 。
（ 承 認 の 条 件 等 ）

第 27条 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 第 20条 か ら 第 25条 ま で （ 第 22条 を 除 く 。 ） の 規 定 に よ る
承 認 を す る 場 合 に お い て 、 本 庁 舎 の 管 理 に 必 要 と 認 め る と き は 、 必 要 な 条 件 を 付 す こ
と が で き る 。

２ 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 前 項 の 条 件 に 違 反 し た と き は 、 そ の 承 認 を 取 り 消 す こ と が で
き る 。
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３ 第 20条 か ら 前 条 ま で （ 第 22条 を 除 く 。 ） の 規 定 に よ る 承 認 を す る 場 合 の 手 続 に つ い
て は 、 別 に 定 め る 。
（ 禁 止 行 為 等 ）

第 28条 本 庁 舎 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。
⑴ 爆 発 物 そ の 他 の 危 険 物 を 持 ち 込 み 、 又 は 持 ち 込 も う と す る こ と 。
⑵ 小 型 無 人 機 （ 国 会 議 事 堂 、 内 閣 総 理 大 臣 官 邸 そ の 他 の 国 の 重 要 な 施 設 等 、 外 国 公
館 等 及 び 原 子 力 事 業 所 の 周 辺 地 域 の 上 空 に お け る 小 型 無 人 機 等 の 飛 行 の 禁 止 に 関 す
る 法 律 （ 平 成 28年 法 律 第 ９ 号 。 次 号 に お い て 「 小 型 無 人 機 等 飛 行 禁 止 法 」 と い う 。 ）
第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 小 型 無 人 機 を い う 。 ） を 飛 行 さ せ る 行 為 を し 、 又 は 行 為 を
し よ う と す る こ と 。

⑶ 特 定 航 空 用 機 器 （ 小 型 無 人 機 等 飛 行 禁 止 法 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 定 航 空 用 機
器 を い う 。 ） を 用 い て 飛 行 し 、 又 は 飛 行 し よ う と す る こ と 。

⑷ 職 員 に 面 会 を 強 要 し 、 乱 暴 な 言 動 又 は 著 し く 不 快 の 念 を 起 こ さ せ る 行 為 を す る こ
と 。

⑸ 示 威 運 動 又 は け ん 騒 に わ た る 行 為 を す る こ と 。
⑹ 旗 、 の ぼ り 、 プ ラ カ ー ド そ の 他 こ れ ら に 類 す る 物 、 拡 声 器 、 宣 伝 カ ー 等 を 持 ち 込
み 、 又 は 持 ち 込 も う と す る こ と 。

⑺ 県 警 察 の 業 務 に 関 係 の な い 文 書 、 図 面 等 を 頒 布 し 、 又 は 頒 布 し よ う と す る こ と 。
⑻ 座 込 み そ の 他 来 庁 者 の 迷 惑 と な る よ う な 行 為 を し 、 又 は 行 為 を し よ う と す る こ と 。
⑼ 県 警 察 の 業 務 に 関 係 の な い 職 員 以 外 の 者 が 、 庁 舎 に 留 ま っ て い る こ と 。
⑽ 庁 舎 、 備 品 等 を 損 傷 し 、 若 し く は 汚 損 し 、 又 は 庁 舎 の 美 観 を 損 す る 行 為 を し 、 若
し く は 行 為 を し よ う と す る こ と 。

⑾ 指 定 さ れ た 場 所 以 外 で 喫 煙 、 火 気 の 使 用 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 為 を し 、 又 は 行
為 を し よ う と す る こ と 。

⑿ 立 入 り が 制 限 さ れ た 場 所 に 立 ち 入 り 、 又 は 立 ち 入 ろ う と す る こ と 。
⒀ 指 定 さ れ た 駐 車 場 所 以 外 に 駐 車 を し 、 又 は 駐 車 を し よ う と す る こ と 。
⒁ 承 認 又 は 許 可 を 受 け る べ き 行 為 を 承 認 又 は 許 可 を 受 け な い で す る こ と 。
⒂ 前 ３ 号 の ほ か 、 県 本 部 庁 舎 管 理 者 が 講 ず る 前 条 ま で の 措 置 に 従 わ な い こ と 。
⒃ 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 庁 舎 の 管 理 、 秩 序 の 維 持 、 事 故 の 防 止 、 職 員 の 安 全
確 保 若 し く は 情 報 の 管 理 に 支 障 を 生 ず る お そ れ の あ る 行 為 を し 、 又 は 行 為 を し よ う
と す る こ と 。

２ 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る 行 為 を す る 者 又 は 行
為 を し よ う と す る 者 に 対 し て 、 警 告 を 発 し 、 当 該 行 為 を 中 止 さ せ な け れ ば な ら な い 。

３ 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 前 項 の 警 告 に 従 わ な い 者 に 対 し 、 本 庁 舎 か ら 直 ち に 退 去 し 、
又 は 持 込 物 を 撤 去 す る こ と を 命 ず る 等 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

４ 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 前 項 の 措 置 に 従 わ な い 者 に は 、 職 員 に 命 じ て 直 ち に 退 去 さ せ 、
又 は 持 込 物 を 撤 去 さ せ る こ と 等 を 行 う も の と す る 。

５ 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 本 庁 舎 の 管 理 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 本 庁 舎 に 立 ち 入
ろ う と す る 者 又 は 立 ち 入 っ た 者 に 対 し て 、 所 持 品 の 検 査 を 行 う こ と が で き る も の と す
る 。
（ 庁 舎 の 一 部 を 使 用 し て い る 機 関 等 の 協 力 等 ）

第 29条 県 本 部 庁 舎 管 理 者 は 、 本 庁 舎 の 管 理 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 承 認 又 は 許
可 を 受 け て 本 庁 舎 の 一 部 を 使 用 し て い る 国 の 機 関 等 に 対 し て 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し
協 力 を 求 め 、 又 は 必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る 。

第 ３ 章 県 本 部 特 定 庁 舎 及 び 署 庁 舎
（ 県 本 部 特 定 庁 舎 へ の 準 用 ）

第 30条 第 16条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 県 本 部 特 定 庁 舎 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に
お い て 、 「 県 本 部 庁 舎 管 理 者 」 と あ る の は 「 庁 舎 管 理 補 助 者 」 と 、 「 本 庁 舎 」 と あ る
の は 「 県 本 部 特 定 庁 舎 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
（ 署 庁 舎 へ の 準 用 ）

第 31条 第 16条 か ら 第 29条 ま で の 規 定 は 、 署 庁 舎 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、
「 県 本 部 庁 舎 管 理 者 」 と あ る の は 「 署 庁 舎 管 理 者 又 は 庁 舎 管 理 補 助 者 」 と 、 「 本 庁 舎 」
と あ る の は 「 署 庁 舎 （ 分 庁 舎 を 除 く 。 ） 又 は 警 察 署 の 分 庁 舎 」 と 読 み 替 え る も の と す
る 。

第 ４ 章 雑 則
（ 雑 則 ）

第 32条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 庁 舎 の 管 理 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。
附 則
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こ の 規 程 は 、 平 成 30年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 会 計 課 ）


